
 

 

川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
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   川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例 

川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に

関する条例（平成２６年川崎市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第４条の次に次の１条を加える。 

（虐待等の禁止） 

第４条の２ 職員は、園児に対し、法第２７条の２第１項各号に掲げる行為そ

の他園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

第６条第３項の表備考第１項中「保育士登録（」の次に「同法第１８条の２

８第２項に規定する地域限定保育士登録及び」を加える。 

第１４条第１項中「第１０条から第１２条まで」を「第１０条、第１２条」

に改め、同項の表中 

「 

第１０条 又は入所 又は入園 



 

第１１条 入所中の児童 園児 

当該児童 当該園児 

」 

を 

「 

第１０条 又は入所 又は入園 

」 

に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


